
 議案第７号 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 墨田区手数料条例（平成１２年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表 ２保健衛生・環境関係の部中８１の項を８６の項とし、８０の項を８５の項

とし、７９の２の項を８４の項とし、６５の項から７９の項までを４項ずつ繰り下げ、

６４の項を６６の項とし、同項の次に次のように加える。 

 

６７ 

医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行

令第４５条第１項及び第

２項の規定に基づく高度

管理医療機器等販売業・

貸与業の許可証の書換え

交付 

高度管理医療機器等

販売業・貸与業許可

証書換え交付手数料 

１件につき ２，４００

円 

書換え交

付申請の

とき。 

６８ 

医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行

令第４６条第１項及び第

２項の規定に基づく高度

管理医療機器等販売業・

貸与業の許可証の再交付 

高度管理医療機器等

販売業・貸与業許可

証再交付手数料 

１件につき ３，４００

円 

再交付申 

請のとき。

 

 別表 ２保健衛生・環境関係の部中６３の項を６５の項とし、６２の項の次に次

のように加える。 
 

 

６３ 

医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律第３

９条第１項の規定に基づ

く高度管理医療機器等販 

高度管理医療機器等

販売業・貸与業許可

申請手数料 

１件につき ３４，１０

０円 

許可申請

のとき。 



 
売業・貸与業の許可の申

請に対する審査 

 
  

６４ 

医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律第３

９条第２項の規定に基づ

く高度管理医療機器等販

売業・貸与業の許可の更

新の申請に対する審査 

高度管理医療機器等

販売業・貸与業許可

更新申請手数料 

１件につき １２，４０

０円 

更新申請

のとき。 

 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部１の項中「が建築基準法第６条第５項の構 

造計算適合性判定を求めなければならないものは、１建築物につき、その額に」を 

「に、建築基準法第６条の３第１項ただし書又は第１８条第４項ただし書の規定によ

り特定建築基準適合判定資格者である建築主事が行う、建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第９条の３に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算

基準に適合するかどうかの審査（以下「特定建築基準適合審査」という。）に係る部 

分が含まれている場合においては、特定建築基準適合審査を行う部分ごとに」に、 

「移転する」を「同一敷地内において移転する」に、「移転し」を「同一敷地内にお

いて移転し」に、「当該建築物の床面積の合計及び構造計算方法に応じ、次に掲げる

各号のア又はイの額」を「特定建築基準適合審査を行う部分の床面積に応じ、次に掲

げる額」に、 

 

   

 ⑴ １，０００平方メ 

  ートル以内のもの 

  ア 構造計算適合性

判定が、建築基準

法第２０条第２号

イに規定するプロ

グラム又は同条第

３号イに規定する

プログラム（以下

「大臣認定プログ

ラム」という。）

により行われたも

の １１１，００

０円 

  イ 構造計算適合性

判定が、大臣認定

 

「 



プログラム以外の

方法により行われ

たもの １５９，

０００円 

 ⑵ １，０００平方メ 

  ートルを超え、２，

０００平方メートル

以内のもの 

  ア 構造計算適合性

判定が、大臣認定

プログラムにより

行われたもの １

３７，０００円 

  イ 構造計算適合性

判定が、大臣認定

プログラム以外の

方法により行われ

たもの ２１２，

０００円 

 ⑶ ２，０００平方メ 

  ートルを超え、１０，

  ０００平方メートル

以内のもの 

  ア 構造計算適合性

判定が、大臣認定

プログラムにより

行われたもの １

５０，０００円 

  イ 構造計算適合性

判定が、大臣認定

プログラム以外の

方法により行われ

たもの ２４３，

０００円 

 ⑷ １０，０００平方

メートルを超え、５

０，０００平方メー

トル以内のもの 

  ア 構造計算適合性

判定が、大臣認定

プログラムにより

行われたもの １

９０，０００円 

  イ 構造計算適合性



 

を 

 

   

 ⑴ １，０００平方メ 

  ートル以内のもの 

１５６，０００円 

 ⑵ １，０００平方メ 

  ートルを超え、２，

０００平方メートル 

  以内のもの ２０９，

０００円 

 ⑶ ２，０００平方メ 

  ートルを超え、１０，

  ０００平方メートル 

  以内のもの ２４０，

０００円 

 ⑷ １０，０００平方

メートルを超え、５

０，０００平方メー

トル以内のもの ３

１９，０００円 

 ⑸ ５０，０００平方

メートルを超えるも

の ５８７，０００

円 

 

     

判定が、大臣認定

プログラム以外の

方法により行われ

たもの ３２２，

０００円 

 ⑸ ５０，０００平方

メートルを超えるも

の 

  ア 構造計算適合性

判定が、大臣認定

プログラムにより

行われたもの ３

２２，０００円 

  イ 構造計算適合性

判定が、大臣認定

プログラム以外の

方法により行われ

たもの ５９０，

０００円      
」 

「 

」 



に改める。 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部６の項中「第１８条第１５項」を「第１８

条第１７項」に、「建築する場合」を「建築した場合（同一敷地内において移転した

場合を除く。）」に、「移転し」を「同一敷地内において移転し」に、「模様替をす 

る」を「模様替をした」に改め、同部７の項及び８の項中「第１８条第１５項」を 

「第１８条第１７項」に改め、同部９の項中「第１８条第１５項」を「第１８条第１

７項」に、「建築する場合」を「建築した場合（同一敷地内において移転した場合を

除く。）」に、「移転し」を「同一敷地内において移転し」に、「模様替をする」を

「模様替をした」に改め、同部１０の項中「第１８条第１５項」を「第１８条第１７

項」に改め、同部１１の項から１３の項までの規定中「第１８条第１８項」を「第１

８条第２０項」に改め、同部１４の項中「第７条の６第１項第１号又は第１８条第２

２項第１号」を「第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第１８条第２４項第１

号若しくは第２号」に、「仮使用の承認」を「仮使用の認定」に、「仮使用承認申請

手数料」を「仮使用認定申請手数料」に、「承認申請の」を「認定申請の」に改め、

同部３１の項の次に次のように加える。 

 

 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部３２の項中「第６７条の２第３項第２号」

を「第６７条の３第３項第２号」に改め、同部３２の２の項中「第６７条の２第５項

第２号」を「第６７条の３第５項第２号」に改め、同部３２の３の項中「第６７条の

２第９項第２号」を「第６７条の３第９項第２号」に改め、同部４６の３の項の次に

次のように加える。 

 

４６

の４ 

建築基準法施行令第１３

７条の１６第２号の規定

に基づく建築物の移転の

認定の申請に対する審査 

建築物の移転認定申

請手数料 

１件につき ２８，００

０円 

認定申請

のとき。 

 

３１

の２ 

建築基準法第６０条の３

第１項の規定に基づく建

築物の高さに関する制限

の適用除外に係る許可の

申請に対する審査 

特定用途誘導地区内

の建築物の高さに関

する制限の適用除外

に係る許可申請手数

料 

１件につき １６０，０

００円 

許可申請 

のとき。 



 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部６０の項中 

 

   

 ⑵ 申請に係る計画 

  が、区長が指定する

者による技術的審査

を受けていないもの 

   ４７，０００円 

 

 

を 

 

   

 ⑵ 申請に併せて住宅

の品質確保の促進等

に関する法律（平成 

  １１年法律第８１号）

  第６条第１項の設計

住宅性能評価書（同

法第５条第１項の住

宅性能評価に係る部

分について長期優良

住宅の普及の促進に

関する法律第６条第

１項第１号に掲げる 

  基準に適合し、かつ、

  当該住宅性能評価の

うち構造の安定に関

することについて建

築基準法施行令第８

１条第２項第１号ロ

の限界耐力計算以外

の方法により評価さ

れたものに限る。以

下「設計住宅性能評

価書」という。）が

提出されたもの １

６，０００円 

 ⑶ ⑴及び⑵以外のも

の ４７，０００円 

 

 

に改め、同部６１の項中「又は⑵」を「、⑵又は⑶」に、 

 

   

 ⑵ 申請に係る計画が、

  区長が指定する者に

よる技術的審査を受

けていないもの 

 

「 

「 

」 

」 

「 



  ア １００平方メー

トル以内のもの 

   ４７，０００円 

  イ １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以 

   内のもの １０９，

０００円 

  ウ ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの １

７５，０００円 

  エ １，０００平方

メートルを超え、 

   ２，５００平方メ 

   ートル以内のもの 

    ３４５，０００

円 

  オ ２，５００平方

メートルを超え、 

   ５，０００平方メ 

   ートル以内のもの 

    ６１７，０００

円 

  カ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １，０６２，

０００円 
 

を 

 

   

 ⑵ 申請に併せて設計

住宅性能評価書が提

出されたもの 

  ア １００平方メー

トル以内のもの 

   １６，０００円 

  イ １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以

内のもの ５７，

 

」 

「 



０００円 

  ウ ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ９

２，０００円 

  エ １，０００平方

メートルを超え、 

   ２，５００平方メ 

   ートル以内のもの 

    １７２，０００

円 

  オ ２，５００平方

メートルを超え、 

   ５，０００平方メ 

   ートル以内のもの 

    ２９５，０００

円 

  カ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ４５５，００

０円 

 ⑶ ⑴及び⑵以外のも

の 

  ア １００平方メー

トル以内のもの 

４７，０００円 

  イ １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以 

   内のもの １０９，

０００円 

  ウ ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの １

７５，０００円 

  エ １，０００平方

メートルを超え、 

   ２，５００平方メ 

   ートル以内のもの 

    ３４５，０００



円 

  オ ２，５００平方

メートルを超え、 

   ５，０００平方メ 

   ートル以内のもの 

    ６１７，０００

円 

  カ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １，０６２，

０００円 
 

に改め、同部６２の項中 

 

   

 ⑵ 申請に係る計画が、

  区長が指定する者に

よる技術的審査を受

けていないもの ４

７，０００円 

 

 

を 

 

   

 ⑵ 申請に併せて設計

住宅性能評価書が提 

  出されたもの １６，

０００円 

 ⑶ ⑴及び⑵以外のも

の ４７，０００円 

 

 

に改め、同部６３の項中「又は⑵に」を「、⑵又は⑶に」に、「又は⑵アからカまで」

を「、⑵アからカまで又は⑶アからカまで」に改める。 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部６９の項の次に次のように加える。 

 

６９

の２ 

マンションの建替え等の

円滑化に関する法律（平

成１４年法律第７８号）

第１０５条第１項の規定

に基づく建築物の容積率

に関する特例の許可の申

請に対する審査 

要除却認定マンショ

ンの建替えにより新

たに建築されるマン

ションの容積率の特

例許可申請手数料 

１件につき １６０，０

００円 

許可申請

のとき。 

 

」 

「 

」 

「 

」 



   付 則 

 この条例中別表 ２保健衛生・環境関係の部の改正規定並びに同表 ３建築・都市

計画・土木関係の部に３１の２の項を加える改正規定、同部６０の項から６３の項ま

での改正規定及び同部に６９の２の項を加える改正規定は平成２７年４月１日から施

行し、その他の改正規定は同年６月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 薬事法の一部改正に伴い高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請等の許可に係

る手数料を新設するとともに、建築基準法の一部改正等に伴い建築・都市計画・土木

関係手数料を新設する等の必要がある。 


